
２０１４年度第１回さぬき市隣保館運営審議会 会議要旨（要約） 

１ 日 時 ２０１４年６月２０日（金）  １４：００～１６：００ 

２ 場 所 辛立文化センター 集会室 

３ 出席者［委 員］ 十河委員 松木委員 大山委員 川田委員 谷木委員 

           蓮井委員 武部委員 長田委員 菊池委員 和田委員 

     ［事務局等］大山市長 寒川部長 髙嶋課長 冨田副主幹 谷係長 

           杉本係長 西尾館長 白井先生 廣瀬先生 

     ［傍 聴］ ０名 

４ 議 題 （１）２０１３年度辛立文化センター活動報告について 

（２）２０１４年度辛立文化センター活動計画（案）について 

      （３）辛立文化センター「夏のつどい」（案）について 

      （４）隣保館運営審議会先進地視察（案）について  

      （５）その他 

５ 会議の内容は次のとおりである。 

発言者 意見概要 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委 員） 

（事務局） 

 

ただ今から２０１４度第１回さぬき市隣保館運営審議会を開会します。 

 審議に入る前に、本年度は、審議委員の任期が満了となる年でございま

すので、ここで新しく委員になられた方、再任された方に大山市長より委

嘱状を交付します。 

（市長委嘱状交付） 

 審議委員の皆様よろしくお願いいたします。 

 開会に先立ち、大山市長よりご挨拶をいただきます。 

（市長あいさつ） 

ありがとうございました。 

隣保館運営審議会委員長・副委員長が欠員となっていますので、さぬき市

隣保館条例施行規則第 5 条第 4 項の規定に基づき委員長の選任をお願いし

ます。 

委員長は、委員の互選により選任することになっていますので、どなたか

委員長をお願いできますか。 

申し出がないようなので事務局案を提示させていただきます。 

委員長 十河 護委員 副委員長 松木 正美委員に引き続きお願いした

いと思うのですがいかがでしょうか。 

（意義なしの声） 

それでは意義なしの声がありましたので、委員長に十河委員、副委員長に

松木委員、よろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

（議 長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（オ ブザ

ーバー） 

（委 員） 

（議 長） 

 

それでは、新しく委員長になられました十河委員長に、ご挨拶をいただき

ます。 

（十河委員長あいさつ） 

続きまして、議事に移ります。 

さぬき市隣保館条例施工規則第 6条第 5項の規定に基づき、会議の議長は、

委員長があたることとなっております。 

十河委員長よろしくお願いいします。 

定めによりまして、会長が議長を勤めるということなので私の方で会を進

めさせていただきます。議事の進行につきましてご協力をお願いいたしま

す。それでは、只今から議事を進めてまいります。 

最初に、議題 1「2013 年度辛立文化センター活動報告について」を上程し

ます。事務局より説明をお願いします。 

（事務局説明） 

事務局の説明が終わりました。ご意見がございましたらお願いいたします。 

意見が無いようでございますので、議題 1「2013 年度辛立文化センター活

動報告について」を承認することについて、ご意義ございませんか。 

（意義なしの声） 

それでは、議題 1は承認することに決定いたしました。 

次に、議題 2「2014 年度辛立文化センター活動計画（案）について」を上

程いたします。 

事務局より説明をお願いします。 

（事務局説明） 

事務局の説明が終わりました。ご意見がございましたらお願いします。 

意見が無いようでございますので、議題 2「2014 年度辛立文化センター活

動計画（案）について」を承認することについて、ご意義ございませんか。 

（意義なしの声） 

それでは、議題 2は承認することに決定いたしました。 

次に、議題 3「辛立文化センター夏のつどい（案）について」を上程いたし

ます。事務局より説明をお願いします。 

（事務局説明） 

事務局の説明が終わりました。ご意見がございましたらお願いいたします。 

夏のつどいの開始時間ですが例年ちびっこ縁日の開始時刻の 16時ですが開

会式と同時刻の 17時でもよいかと思うのですが。 

よいと思う。挨拶等も聞いてくれますしね。 

みなさんどうでしょうか 

（意義なしの声） 



（議 長） 

 

（委 員） 

 

 

 

（事務局） 

（議 長） 

 

 

 

 

（委 員） 

（委 員） 

（事務局） 

（議 長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委 員） 

 

 

（事務局） 

（議 長） 

 

 

 

 

 

 

異議なしの意見ですが、それでは、開始時間は 17時と致します。 

他に意見はございませんか 

天候等が不良な場合延期はどうしますか、一週間くらいは延ばしますか。 

昨年の事もありますし、台風シーズンでもありますし、でも、すぐ中止で

はなく一週間は延期し、それ以降なにかあれば中止とすればどうでしょう

か。 

そうですね、一週間くらいであれば食材等も使用可能かと。 

みなさんどうでしょうか 

（意義なしの声） 

それでは、天候等の不良により延期する場合は一週間とし、それ以降は中

止することとします。 

他に意見はございませんか。 

ハーティービラ亀鶴の駐車場は今年も協力はいただけるのでしょうか。 

協力します。 

よろしくお願いいたします。 

他にご意見はございませんか。 

（なしの声） 

他に意見が無いようでございますので、議題 3「辛立文化センター夏のつど

い（案）について」を承認することについて、ご意義ございませんか。 

（意義なしの声） 

それでは、議題 3は承認することに決定いたしました。 

つづいて、議題 4の「隣保館運営審議会先進地視察（案）について」、事務

局より説明をお願いします。 

（事務局説明） 

事務局の説明が終わりました。ご意見がございましたお願いします。 

同和問題だけにこだわらず各分野にて視察地を検討してみてはどうでしょ

うか。女性問題や外国人問題等、人権に関するさまざまな分野があると思

いますが。 

はい、検討してみます。７月中旬をめどに方向性を決定したいと思います。 

他に意見はございませんか。 

他に意見が無いようでございますので、議題 4「隣保館運営審議会先進地視

察（案）について」を承認することについて、ご意義ございませんか。 

（意義なしの声） 

それでは、議題 4は承認することに決定いたしました。 

つづいて、議題 5の「その他について」、事務局から説明をお願いします。 

（事務局説明） 



 

 

 

 

 

 

 

（委 員） 

（事務局） 

（委 員） 

 

（市 長） 

 

（委 員） 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 

（議 長） 

 

 

 

（事務局） 

 

事務局の説明が終わりました。ご意見がございましたらお願いいたします。 

本人通知制度について、登録者で通知した人はいるのか。 

おります。 

辛立文化センターの避難場所に指定することについてですが、現在指定さ

れていないのですが、今後どのように考えているのでしょうか。 

現在の周辺の避難所等の状況を確認してですが、指定することはできると

思います。 

辛立文化センター分館の今後の取り扱についてですが、どう考えているか。

老朽化も進んでいるし、他の団体が使用したい要望もあるようですが。か

なり以前から、この話はしていると思うが。 

地元として実際にどうしていきたいかが重要であると思います。県にも補

助金関係に関して取扱について確認しましたが、廃止も視野に入れること

は可能だと思いますし、修繕することも可能です。修繕すれば有効的に利

用していかなければなりませんが。 

今後、両方を視野に地元と協議し県に指導を仰ぎながら早急に進めてまい

ります。 

他にご意見はございませんか。 

無いようでございますので、これで本日の議題はすべて議了しました。 

以上をもちまして議事を終了し、議長職を降りたいと存じます。 

ご協力ありがとうございました。 

十河委員長、ありがとうございました。 

それでは、以上をもちまして、さぬき市隣保館運営審議会を終了いたしま

す。長時間にわたるご審議誠にありがとうございました。 


